
市役所からのHOT LINE

❶事務補助員／事務全般の補助
❷岩手山火山防災情報ステーショ
ン事務補助員／来館者の対応
❸松尾鉱山資料館管理指導員／来
館者の対応、資料展示、管理
❹調理員兼用務員／保育所での調
理と環境整備▷調理師免許資格者
を優先
❺調理補助員兼用務補助員／保育
所での調理と環境整備の補助▷調
理師免許資格者を優先
❻学校用務員／学校での用務▷普
通自動車免許（ＡＴ限定不可）必須
❼学校用務補助員／学校での用務
補助▷普通自動車免許（ＡＴ限定不
可）必須
❽除雪運転手／道路の除雪と付随
業務▷大型特殊免許と車両系建設
機械技能講習修了が必須
❾労務作業員／労務作業全般▷普
通自動車免許必須、大型自動車免
許資格者を優先
❿清掃員／図書館の清掃
⓫警備員／西根地区市民センター
の警備と日直
⓬看護師／市立病院、安代診療所で
の看護▷看護師（准看護師）免許必須
⓭看護補助員／市立病院での看護
補助
⓮病院窓口事務補助員／市立病院、
安代診療所および田山診療所での
外来補助業務
⓯保育士／保育所での保育業務▷
保育士免許必須
⓰保育補助員／保育所での保育補
助▷保育士免許資格者を優先
問 総務課行政係（☎・内線12３５）
⓱博物館館長／博物館業務の掌握
と指揮▷法人などにおいて、役員
や管理職など、マネジメント業務
の経験を 3 年以上有する者か同等
の経験を有する者。
⓲博物館学芸員／博物館資料の収
集整理保管、企画展示▷博物館法

に定める学芸員資格必須
⓳博物館学芸員補／博物館学芸員
の補助▷短期大学士で、大学など
で博物館に関する科目の単位を取
得した人
問 文化スポーツ課生涯学習係（☎・
内線11４３）
⓴窓口専門員／窓口業務全般
㉑消費生活相談員／消費者からの
相談、消費者への教育・啓発▷普
通自動車免許必須、エクセル・ワー
ドの操作ができる人
問 市民課戸籍住民係（☎・内線10６1）
㉒社会福祉法人監査専門員／社会
福祉法人の監査▷社会福祉会計簿
記資格必須
問 地域福祉課福祉総務係（☎・内線
111３）
㉓就労支援員／生活保護受給者の
就労支援▷普通自動車免許必須
問 同課生活保護係（☎・内線111６）
㉔障害支援区分認定調査員／障害
支援区分の認定調査、調査票の作
成▷社会福祉士、看護師などの資
格者。普通自動車免許必須
問 同課障がい福祉係（☎・内線110８）
㉕家庭相談員／家庭児童問題に関
する相談・支援▷普通自動車免許
必須、保育士など子ども家庭支援
員の任用資格者を優先
㉖婦人相談員／婦人問題に関する
相談・支援▷普通自動車免許必須
問 同課児童福祉係（☎・内線1101）
㉗認知症地域支援推進員／認知症に
関わる相談支援、認知症施策に関す
る業務の補助▷認知症の医療や介護
における専門的知識と経験があり、
看護師、介護福祉士などの資格者。
普通自動車免許必須
㉘介護予防指導員／介護予防に関
する指導・相談、ケアプラン作成
業務▷保健師、介護支援専門員な
どの資格者。普通自動車免許必須
問 健康福祉課包括支援センター係

（☎・内線10８2）

㉙地域連携推進員／地域農業マス
タープランの実践支援、新規就農
者への指導・助言▷普通自動車免
許必須
㉚農業担い手指導員／農業者の育
成と経営改善計画作成支援、認定
農業者と組織活動の支援▷普通自
動車免許必須
問 農林課経営支援係（☎・内線1３４３）
㉛研究ほ場環境整備作業補助員／
研究ほ場の環境整備▷普通自動車
免許必須
㉜培養等作業補助員／培養等作業
の補助▷普通自動車免許必須、組
織培養等の経験がある人を優先
㉝研究作業補助員／研究作業の補
助▷普通自動車免許必須、組織培
養等の経験がある人を優先
問 花き研究開発センター（☎・内線
3611）
㉞登記事務員／未登記解消事務▷
普通自動車免許必須
問 建設課管理係（☎・内線129８）
㉟漆工作業員／漆工技術研究セン
ターでの漆工技術指導補助
問 商工観光課商工労政係（☎・内線
1３1８）
㊱社会教育指導員／学校運営協議
会への指導・助言▷教員免許必須
㊲教育相談員／発達障がいなどの
ある子どもや保護者への対応・支
援▷教員免許必須
問 教育総務課総務係（☎・内線1３６1）
㊳ひかりサポート推進員／小学生
の学校生活などの支援
㊴適応支援相談員／別室登校の子
どもの支援▷教員免許必須
㊵学校図書館司書／学校図書室の
運営補助
㊶みのりサポート推進員／中学生
の学習支援▷教員免許必須
㊷にこにこサポート推進員／複式
学級の間接指導の補助や単式授業
▷教員免許必須
㊸適応指導教室指導員／不登校の
子どもの学習・生活指導▷教員免
許資格者を優先
㊹幼児ことばの教室指導員／未就
学児の発音指導▷ことばの教室指
導経験2年超の人
㊺ＩＣＴ支援員／ＩＣＴを活用し
た授業の支援、学校のＩＣＴ環境
整備補助▷ＩＣＴ教育やプログラ
ミングに見識のある人
問 同課学事係（☎・内線1３６５）

令和
５年
度

　登録を希望する場合は履歴書などの必要書類を担当課に持参または郵送（消

※登録は任用を約束するものではなく、登録者の中から必要に応じて選考します。

印有効）で提出してください。必要書類は市ウェブサイトからダ
ウンロードするか、担当課窓口から交付を受けてください。
雇用期間や形態など詳しくは市ウェブサイトを確認してください。

■申込期限　１月27日㈮ 詳細はこちら

凡例　職種／主な業務▷要件

会計年度任用職員登録者を募集
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市役所からのHOT LINE

　
市
教
育
委
員
会
は
４
月
に
市
立

小
・
中
学
校
に
入
学
予
定
の
子
ど

も
が
い
る
世
帯
で
、
就
学
援
助
の

入
学
学
用
品
の
購
入
援
助

就
学
援
助
申
請
受
け
付
け

対
象
と
な
る
保
護
者
に
、
ラ
ン
ド

セ
ル
や
制
服
な
ど
入
学
に
必
要
な

も
の
の
購
入
費
用
を
入
学
前
に
支

給
し
ま
す（
入
学
後
の
申
請
で
認

定
さ
れ
た
場
合
は
、
７
月
ご
ろ
に

支
給
し
ま
す
）。

■
援
助
対
象
者　
１
月
現
在
、
市

内
に
住
所
を
有
し
、
世
帯
の
所
得

　
市
は
市
内
に
空
き
家
を
所
有・管

理（
見
込
み
含
む
）す
る
人
を
対
象

に
無
料
相
談
会
を
開
き
ま
す
。

■
日
時　
１
月
22
日
㈰
午
前
９
時

か
ら
正
午
ま
で

■
場
所　
市
役
所
多
目
的
ホ
ー
ル
棟

■
相
談
内
容

❶
相
続
や
登
記
に
関
す
る
こ
と

❷
敷
地
の
境
界
確
認
に
関
す
る

こ
と

❸
不
動
産
取
り
引
き
に
関
す
る

こ
と

❹
改
修
や
除
却
に
関
す
る
こ
と

■
相
談
員　
司
法
書
士
、
土
地
家

屋
調
査
士
、
宅
地
建
物
取
引
士
、

建
築
士

■
定
員　
1０
人
程
度（
相
談
時
間

は
3０
分
以
内
）

※
定
員
超
過
に
よ
り
参
加
で
き
な

い
場
合
は
、相
談
内
容
に
応
じ
て
後

日
、
相
談
の
機
会
を
提
案
し
ま
す
。

■
申
込
期
限　
１
月
13
日
㈮

専
門
家
に
よ
る
空
き
家
の

無
料
相
談
会
を
開
き
ま
す

※
定
員
に
な
り
次
第
、
締
め
切
り

■
申
し
込
み
方
法　
電
話
ま
た
は

フ
ァ
ク
ス
。フ
ァ
ク
ス
の
場
合
は
申

込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
申

し
込
み
し
て
く
だ
さ
い
。申
込
書
は
、

　

市
は
令
和
５
年
度
自
然
保
護

指
導
員
１
人
と
自
然
公
園
保
護

管
理
員
８
人
を
募
集
し
ま
す
。

■
応
募
資
格　
市
内
に
住
所
が
あ

り
、
十
和
田
八
幡
平
国
立
公
園
や

自
然
保
護
な
ど
に
関
す
る
知
識
、

登
山
道
管
理
業
務
に
必
要
な
体
力

を
有
し
、
刈
払
い
機
な
ど
の
操
作

が
で
き
る
健
康
な
人

■
業
務
期
間　
５
年
４
月
１
日

㈯
か
ら
11
月
3０
日
㈭
ま
で

■
業
務
内
容　
登
山
道
の
整
備

自
然
守
る
保
護
指
導
員
と

公
園
保
護
管
理
員
を
募
集

■
応
募
期
限　
２
月
３
日
㈮

■
面
接
日　
２
月
下
旬
予
定（
筆

記
試
験
は
あ
り
ま
せ
ん
）

■
問
い
合
わ
せ
先　

商
工
観

光
課
自
然
公
園
係（
☎
・
内
線

１
３
１
２
）

　

１
月
１
日
現
在
、
市
内
で
事

業
用
の
償
却
資
産（
構
築
物
、
機

械
・
装
置
、
車
両
・
運
搬
具
、

器
具
・
備
品
）を
持
っ
て
い
る
人

は
、
固
定
資
産
税
の
課
税
対
象

固
定
資
産
税（
償
却
資
産
）

申
告
は
1
月
31
日
ま
で
に

　
燃
料
・
電
気
・
物
価
高
騰
の
影

響
を
受
け
て
い
る
、
市
内
で
事
業

を
営
む
中
小
企
業
者
に
対
し
て
中

小
企
業
経
営
対
策
支
援
事
業
給
付

金（
第
２
弾
）を
支
給
し
ま
す
。

給
付
対
象　
次
の
全
て
の
要
件
に

該
当
す
る
者

❶
市
内
で
事
業
を
営
む
中
小
企
業

者　
※「
農
林
水
産
業
」、「
性
風
俗

関
連
特
殊
営
業
」、「
郵
便
業
」、「
金

融
業
」、「
電
気・ガ
ス・熱
供
給・水

道
業
」、「
サ
ー
ビ
ス
業
の
う
ち
政

５
年
度
の
地
域
お
こ
し

協
力
隊
を
募
集
し
ま
す

　
市
は
次
の
活
動
を
す
る
地
域
お

こ
し
協
力
隊
を
そ
れ
ぞ
れ
１
人
募

集
し
ま
す
。

■
雇
用
期
間　
５
年
４
月
１
日
㈯

か
ら
６
年
３
月
31
日
㈰
ま
で　
※

任
期
は
最
大
３
年

■
報
酬　
月
額
18
万
４
０
０
０
円

■
応
募
資
格　
応
募
時
点
で
、
三

大
都
市
圏
を
は
じ
め
と
す
る
都
市

地
域
な
ど
に
住
民
登
録
を
し
て
い

る
人

■
応
募
方
法　
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ

移
住
・
定
住
の
支
援【
１
人
】

農
畜
産
物
の
振
興
・
Ｐ
Ｒ【
１
人
】

ト
の
募
集
要
項
を
確
認
し
、
応
募

様
式
に
入
力
の
上
、
電
子
メ
ー
ル

で
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
込
期
限　
１
月
2５
日
㈬

■
問
い
合
わ
せ
先　

ま
ち
づ
く

り
推
進
課
定
住
促
進
係（
☎
・
内

線
１
４
５
５
）

中
小
企
業
経
営
支
援
に

給
付
金
第
２
弾
を
支
給

■
職
務
の
内
容　
移
住・
定
住
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
市
の
情
報
発

信
や
移
住
の
支
援
を
す
る
。

■
勤
務
日
、
時
間　
月
曜
日
か
ら

金
曜
日
、
午
前
９
時
か
ら
午
後
４

■
職
務
の
内
容　
市
の
第
三
セ
ク
タ

ー
に
勤
務
し
、産
直
の
運
営
に
携
わ
り

な
が
ら
、
地
産
地
消
を
推
進
す
る
。

■
勤
務
日
数
、
時
間　
月
23
日（
２
月

は
21
日
）、
午
前
８
時
3０
分
か
ら
午
後

時
ま
で

■
任
用
形
態　
市
の

会
計
年
度
任
用
職
員

５
時
1５
分
ま
で

■
任
用
形
態　
㈱
八
幡

平
温
泉
開
発
の
社
員

と
な
り
ま
す
。
申

告
書
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　
市
は
電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
な
ど

価
格
高
騰
の
影
響
が
大
き
い
世
帯

に
価
格
高
騰
給
付
金

を
支
給
し
て
い
ま
す
。

■
対
象
世
帯

詳細はこちら

対
象
❶　
住
民
税
非
課
税
世
帯

　
次
の
①
、
②
の
い
ず
れ
も
満
た

す
世
帯

①
４
年
９
月
3０
日
に
市
の
住
民
基

本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
世
帯

②
世
帯
全
員
が
４
年
度
住
民
税
均

等
割
非
課
税
で
あ
る
世
帯　

対
象
❷　
家
計
急
変
世
帯

　
次
の
①
、
②
の
い
ず
れ
も
満
た

す
世
帯

①
４
年
９
月
3０
日
に
市
の
住
民
基

本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
世
帯

②
予
期
せ
ず
４
年
１
月
か
ら
12
月
ま

で
の
家
計
が
急
変
し
、
同
一
の
世
帯

全
員
が
、
４
年
度
の
住
民
税
均
等
割

が
非
課
税
で
あ
る
世
帯
と
同
様
の
事

情
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
世
帯　

▼
対
象
❶
、
❷
の
い
ず
れ
も
、
住
民

税
均
等
割
が
課
税
さ
れ
て
い
る
人
の

扶
養
親
族
な
ど
の
み
で
構
成
さ
れ
て

い
る
世
帯
な
ど
は
、
支
給
の
対
象
に

な
り
ま
せ
ん
。詳
し
く
は
市
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

■
受
給
権
者　
世
帯
主

■
給
付
額　
１
世
帯
に
つ
き
５
万
円

■
申
請
方
法

対
象
❶　

支
給
対
象
と
思
わ
れ

る
世
帯
に
は
確
認
書
を
郵
送
し

て
い
ま
す
。
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
同
封
の
返
信
用
封
筒
で
返
送

し
て
く
だ
さ
い
。
※
４
年
１
月
２

日
以
降
に
転
入
者
が
い
る
世
帯

な
ど
に
は
、
市
で
課
税
状
況
を
把

握
し
て
い
な
い
た
め
、
確
認
書
を

発
送
し
て
い
ま
せ
ん
。
別
途
申
請

す
る
必
要
が
あ
る
の
で
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

対
象
❷　
申
請
書
は
地
域
福
祉
課
、

西
根・安
代
各
総
合
支
所
ま
た
は
田

山
支
所
か
ら
交
付
を
受
け
、必
要
事

項
を
記
入
の
上
、必
要
書
類
を
添
付

し
、持
参
ま
た
は
郵
送
で
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

■
提
出
期
限　
１
月
31
日
㈫

■
問
い
合
わ
せ
先　
地
域
福
祉
課

福
祉
総
務
係
（
☎
・
内
線

１
１
１
３
、１
１
１
４
、１
１
１
５
）

や
状
況
が
教
育
委
員

会
の
定
め
る
基
準
に

該
当
す
る
保
護
者　

※
詳
し
く
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

■
支
給
額（
入
学
予
定
１
人
に
つ
き
）

▼
小
学
校　
５
万
４
０
６
０
円

▼
中
学
校　
６
万
円

■
支
給
時
期　
３
月
上
旬
を
予
定

■
必
要
書
類

▼
就
学
援
助
申
請
書

▼
口
座
振
込
依
頼
書

※
必
要
書
類
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
か
、

教
育
総
務
課
窓
口
か
ら
交
付
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

■
申
込
先　
小
学
校
入
学
予
定
者

は
同
課
に
、
中
学
校
入
学
予
定
者

は
、
現
在
通
っ
て
い
る
小
学
校
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
込
期
限　
１
月
31
日
㈫

■
問
い
合
わ
せ
先　
教
育
総
務
課

学
事
係（
☎
・
内
線
１
３
６
５
）

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら

や
啓
発
活
動
な
ど

■
応
募
方
法　
履
歴
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
商
工
観
光
課
に
持

参
ま
た
は
郵
送（
消
印
有
効
）で
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
履
歴
書
は
市

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
す
る
か
、
同
課
窓

口
か
ら
交
付
を
受
け

て
く
だ
さ
い
。

市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

治
・
経
済
・
文
化
団

体・宗
教
団
体
」は
対

象
外

❷
令
和
３
年
11
月
3０
日
以
前
か
ら

継
続
し
て
同
じ
事
業
を
営
む
者

■
給
付
内
容　
１
事
業
者
当
た
り

一
律
1０
万
円

■
申
込
期
限
　
２
月
1５
日
㈬
午
後

詳細はこちら

詳細はこちら

■
提
出
期
限　
１
月
31
日
㈫

※
今
ま
で
申
告
を
し
た
こ
と
が
あ

り
、
令
和
４
年
度
の
課
税
標
準
額

が
免
税
点（
１
５
０
万
円
）未
満
の

人
に
は
、
申
告
書
を
送
っ
て
い
ま

せ
ん（
令
和
４
年
中
に
償
却
資
産

に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
申
告
が

必
要
で
す
）。

■
問
い
合
わ
せ
先　
税
務
課
資
産

税
係（
☎
・
内
線
１
１
３
３
）

価
格
高
騰
給
付
金
を
支
給

申
請
期
限
は
１
月
末
ま
で

　
市
教
育
委
員
会
は
第
３
期
八
幡

平
市
小
中
学
校
適
正
配
置
計
画

（
令
和
４
年
度
～
13
年
度
）案
に
つ

い
て
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
意
見

を
募
集
し
ま
す
。

■
募
集
期
間　
1
月
1０
日
㈫
か
ら

31
日
㈫
ま
で

■
閲
覧
場
所　
教
育
委
員
会
事

務
局
教
育
総
務
課
ま
た
は
西

根
・
安
代
各
総
合
支
所
窓
口
の

小
中
学
校
の
適
正
配
置

計
画
案
へ
意
見
を
募
集

５
時
必
着　
※
期
限
を
過
ぎ
た
申

請
は
、
受
け
付
け
し
ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ
先　
商
工
観
光

課
商
工
労
政
係
（
☎
・
内
線

１
３
１
１
、１
３
１
７
）

ほ
か
、市
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
か
ら
も
閲
覧

で
き
ま
す
。

■
提
出
方
法　
任
意
の
様
式
に
住

所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、
意
見
を

記
載
の
上
、
持
参
ま
た
は
郵
送
、

フ
ァ
ッ
ク
ス
、
メ
ー
ル
で
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

■
意
見
の
公
表　
取
り
ま
と
め
の

上
、市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
公
表
し
ま

す（
氏
名
な
ど
は
公
表
し
ま
せ
ん
）。

ま
た
、意
見
に
対
す
る
市
の
考
え
方

や
修
正
内
容
も
公
表
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先　
教
育
総
務
課

総
務
係（
☎・
内
線
１
３
６
１
）

詳細はこちら

■
問
い
合
わ
せ
先　
防
災
安
全
課

地
域
安
全
係（
☎・内
線
１
２
６
５
、

フ
ァ
ク
ス
７４
・
２
１
０
２
）

詳細はこちら 詳細はこちら

新型コロナウイルス感染症についての相談先

■発熱など症状がある場合は
　かかりつけ医またはいわて健康フォローアップ
センターに電話相談を
▶いわて健康フォローアップセンター（☎ ０５７０-
０8９-００５＝2４時間対応）または可能な限り平日・日

◤

中に診療・検査医療機関へ相談・受診
▶診療・検査医療機関は右のＱＲコードを
参照

※6５歳未満で重症化リスクの低い人が、薬事承認さ
れた市販の抗原定性検査キットで陽性となった場合
▶いわて陽性者登録センターに登録する

■新型コロナウイルスについての全般的な相談は
▶一般相談窓口（午前９時から午後９時）

（☎ ０1９-62９-6０8５）

ことで、医療機関を介さず陽性者登録がで
きます。登録は右のＱＲから2４時間受付
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